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雇用を増やす会社を減税する制度が創設されました。

1.概要

平成23年4月1日から平成26年3月31年までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、以下「2」の要件を満たす事業所は、従業員（雇用保険被保険者）の増加1人あたり20万円の税額控除が受けられます※。

※法人税額の20％（中小企業の場合。大企業は10％）が限度
2.要件

 (1)当該事業年度末において、雇用保険被保険者が2人以上（中小企業の場合。大企業は5人以上）増加し、かつその雇用増加割合が10％以上であること

※雇用増加割合

	当該事業年度の雇用保険被保険者増加数

	前事業年度末日の雇用保険被保険者数


 (2)当該事業年度の給与等支給額が、比較給与等支給額※以上であること
※比較給与等支給額

前事業年度給与等支給額＋前事業年度給与等支給額×雇用増加割合×30％

例）A社の場合

①前事業年度給与等支給額　4000万円

　　②前事業年度末雇用保険被保険者10人
　　③当該事業年度末雇用保険被保険者12人

比較給与等支給額

4000万円+4000万円×（2人÷10人）×30％

＝4,240万円
A社では、当該事業年度の給与等支給額が4,240万円以上であることが要件となる。
(3)適用年度及びその前年度に、事業主都合による離職者がいないこと

(4)青色申告書を提出する事業主であること

(5)風俗営業等を営む事業主でないこと

3.手続きの流れ

(1)事業年度開始後2ヶ月以内※に雇用促進計画をハローワークに届出る
(2)当該年度終了後2ヶ月以内にハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を行う

◆達成状況の再確認は行いません。雇用保険の資格取得・喪失の手続きは、達成状況確認の2週間前までに提出してください。
(3)確認を受けた雇用促進計画(写)を確定申告書に添付して税務署に申告する

※期限内に計画の届出を行わなかった事業所はこの制度を利用できませんのでご注意ください。尚、H23.4.1～H23.8.31までの間に事業年度を開始する事業主の雇用促進計画届出期限は、今年に限り平成23年10月31日です。
９月から厚生年金の保険料率が、16.058％から16.412％に変更となりました。

	事業主負担
	本人負担
	合計

	8.206%
	8.206%
	16.412%


算定をお受けした事業所には保険料表を送付致します。

休職とは、私傷病などを原因として従業員が労務提供不能になったり、通常の業務を遂行できないといったとき、会社がその従業員を、労働契約関係自体は存続させつつ労務提供を免除したり、拒否することをいいます。休職期間中に傷病が回復した場合は復職、回復しない場合は退職となります。

つまり休職は、労務提供できない従業員に対して退職を猶予して保護する制度です。
　退職に関わる制度ですので、その基準を就業規則に詳しく定めておくことでトラブルを避けられます。以下の部分については規定をしておいたほうがよいでしょう。
①休職をさせる従業員の定義

試用期間中の従業員や、入社1年に満たない従業員への対応について
②休職扱いとする欠勤等の期間

長期欠勤者だけでなく、私傷病で休みがちとなり通常の労務を行うことが難しい従業員への対応について
③休職期間の長さ
　勤務期間によって休職期間に差をつけるか否か
④復職を認める傷病の回復具合（治癒）の定義
　従来の業務を従来通り遂行できるか、治癒の証明として会社が指定する医師の診断を受けさせるか、など
⑤その他

　同一傷病での再欠勤した場合の対応
Ｑ＆Ａなぜなにどうして？

Ｑ；期間契約社員を雇う予定です。期間契約社員の雇止めが問題になっていると聞きますが、契約にあたりどのような部分に注意すればよいでしょうか？
Ａ；期間を定めた雇用契約は、何度契約の更新があっても期間満了をもって終了するものである、というのが原則です。
しかし裁判では、雇止めを無効とされる場合もあります。
具体的には以下の①～⑥などの事情を総合的に勘案して判断がされるようです。雇止めの際のトラブルを避けるため、以下の部分には注意をしましょう。
①業務の客観的内容
　従事する仕事の種類・内容・勤務の形態（業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についての正社員との同一性）
②契約上の地位の性格
　地位の基幹性・臨時性（嘱託や非常勤講師等）、労働条件についての正社員との同一性の有無
③当事者の主観的態様
　継続雇用を期待させる言動・認識の有無・程度等（採用に際しての雇用契約の期間や、更新・継続雇用の見込み等についての雇主側からの説明）
④更新の手続・実態
　契約更新の状況（反復更新の有無・回数、勤続年数等）、契約更新時における手続きの厳格性の程度（更新手続きの有無・時期・方法、更新の可否の判断方法）
⑤他の労働者の更新状況
　同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無
⑥その他
　有期労働契約を締結した経緯、勤続年数・年齢の上限等の設定等
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